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�愛媛県規則第５２号
愛媛県核燃料税条例の施行期日を定める規則を次のように定める。

平成２５年１２月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県核燃料税条例の施行期日を定める規則

愛媛県核燃料税条例（平成２５年愛媛県条例第４３号）の施行期日は、平成２６年１月１６日とする。

�愛媛県規則第５３号
愛媛県核燃料税条例施行規則を次のように定める。

平成２５年１２月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県核燃料税条例施行規則

（趣旨）

第１条 この規則は、愛媛県核燃料税条例（平成２５年愛媛県条例第４３号。以下「条例」という。）第９条、第１０条第２項、第１１条及び第１４
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条の規定に基づき、核燃料税の賦課徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

（書類の様式）

第２条 核燃料税の賦課徴収に関する次の表の左欄に掲げる書類の様式は、それぞれ当該右欄に掲げるところによるものとする。

書 類 の 種 類 様 式

条例第９条の規定による申告書及び条例第１０条第２項の規定による修正申告書 様式第１号

条例第１１条の規定による通知書兼納額告知書 様式第２号

２ 前項に定めるものを除くほか、核燃料税の賦課徴収に関する書類の様式は、愛媛県県税賦課徴収条例施行規則（昭和２９年愛媛県規則第

３８号）第１条の表�の項、�の項、�の項及び�の項に規定するところによる。
附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成２６年１月１６日から施行する。

（愛媛県核燃料税条例施行規則の廃止）

２ 愛媛県核燃料税条例施行規則（平成２１年愛媛県規則第３号。以下「旧規則」という。）は、廃止する。

（経過措置）

３ 愛媛県核燃料税条例（平成２０年愛媛県条例第５４号）附則第４項の規定によりなおその効力を有することとされている同条例の規定に基

づく核燃料税の賦課徴収については、旧規則は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

愛 媛 県 報平成２５年１２月２７日 第２５３４号

９８５



様式第１号（第２条関係）

（その１）価額割用

愛 媛 県 報平成２５年１２月２７日 第２５３４号

９８６



（その２）出力割用

愛 媛 県 報平成２５年１２月２７日 第２５３４号

９８７



様式第２号（第２条関係）

（その１）価額割用

愛 媛 県 報平成２５年１２月２７日 第２５３４号

９８８



愛 媛 県 報平成２５年１２月２７日 第２５３４号

９８９



（その２）出力割用

愛 媛 県 報平成２５年１２月２７日 第２５３４号

９９０



愛 媛 県 報平成２５年１２月２７日 第２５３４号

９９１



（その３）

愛 媛 県 報平成２５年１２月２７日 第２５３４号

９９２



告 示

�愛媛県規則第５４号
愛媛県会計規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２５年１２月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県会計規則の一部を改正する規則

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（隔地払の手続）

第２０８条 省略

２ 取扱店又は代理取扱店は、債権者から送金通知書を提示された

ときは、領収書を徴し、別に定めるところにより会計管理者がデ

ータ伝送の方法により送付する支払に係るデータ（以下「支払デ

ータ 」という。）の内容 と照合して支払をし

なければならない。

（支払の拒絶等）

第２１１条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、支払の請求を受

けた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、支払

を受けようとする者にその事実を告げて支払を拒み、直ちにその

旨を会計管理者又は室長に報告しなければならない。

�～� 省略

� 送金通知書の日付、金額又は氏名が支払データの

内容に符合していないとき。

�～� 省略

（隔地払の手続）

第２０８条 省略

２ 取扱店又は代理取扱店は、債権者から送金通知書を提示された

ときは、領収書を徴し、別に定めるところにより会計管理者が交

付する支払の内容を記録した磁気テープ （以下「支払磁

気テープ」という。）に記録されている内容と照合して支払をし

なければならない。

（支払の拒絶等）

第２１１条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、支払の請求を受

けた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、支払

を受けようとする者にその事実を告げて支払を拒み、直ちにその

旨を会計管理者又は室長に報告しなければならない。

�～� 省略

� 送金通知書の日付、金額又は氏名が支払磁気テープに記録さ

れている内容に符合していないとき。

�～� 省略

様式第９１号中「ＭＴ分」を「通常分」に改める。

附 則

この規則は、平成２６年１月１日から施行する。

�愛媛県告示第１４１９号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産

業経済部産業振興課商工観光室並びに西条市役所において告示の日から４月間縦覧に供する。

平成２５年１２月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

周ちゃん広場 西条市丹原町池田２９
０番地 荷さばき施設の位置及び面積 １８９� ４８５� 平成２６年

８月１３日
平成２５年
１２月１２日

荷さばき施設において荷さば
きを行うことができる時間帯

荷さばき施設①：午
前６時から午後１０時

荷さばき施設①②：
午前６時から午後１０
時
荷さばき施設③～⑤
：午前６時から午前
８時３０分、午後５時
３０分から午後１０時

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに西条市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

愛 媛 県 報平成２５年１２月２７日 第２５３４号

９９３



��������������

�������
�愛媛県告示第１４２０号
港湾法（昭和２５年法律第２１８号）第３４条において準用する同法第

１２条第５項の規定に基づき、松山港港湾施設の概要を次のとおり公

示する。

平成２５年１２月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１４２１号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」という。）第

２２条第１項の規定により、次のように埋立てに関する工事のしゅん

功を認可した。

なお、法第２２条第３項に規定する図書は、今治市役所において告

示の日から起算して１０年を経過する日まで閲覧することができる。

平成２５年１２月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ しゅん功認可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人に

あっては、その代表者の氏名及び住所

愛媛県

松山市一番町四丁目４番地２

代表者 愛媛県知事 中村時広

松山市岩崎町一丁目７番７号

２ 埋立区域

� 位置

今治市大西町脇甲１８２５番２７から同１８３２番１０を経て同１７２６番１７

に至る間の地先公有水面

� 区域

次の１点から１９点を順次直線で結んだ線並びに１９点と１点を

結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｔ．Ｐ．＋２．００メートル）におけ

る陸と公有水面との接する線により囲まれた区域

基点（今治市大西町脇甲１８２５番３５地内の国土地理院「第３４６５

号」一等水準点）は、北緯３４度０３分４２秒、東経１３２度５４分４６秒

の地点

１点は、基点から真北３４３度３９分５２秒８３．１０メートルの地点

２点は、１点から真北７８度０７分２０秒２３．９７メートルの地点

３点は、２点から真北７４度０９分０９秒１９．７９メートルの地点

４点は、３点から真北７４度０９分４９秒１０．００メートルの地点

５点は、４点から真北７４度４４分３４秒２．４７メートルの地点

６点は、５点から真北３４６度３７分１１秒２．４４メートルの地点

７点は、６点から真北７５度３１分２３秒１２．５５メートルの地点

８点は、７点から真北１６５度０９分３２秒２．４５メートルの地点

９点は、８点から真北７６度０１分１８秒５．３３メートルの地点

１０点は、９点から真北７７度０６分３４秒１０．１４メートルの地点

１１点は、１０点から真北７８度０３分５１秒１０．１４メートルの地点

１２点は、１１点から真北７９度０１分０９秒１０．１４メートルの地点

１３点は、１２点から真北７９度５８分２７秒１０．１４メートルの地点

１４点は、１３点から真北８０度５５分４４秒１０．１４メートルの地点

１５点は、１４点から真北８２度１６分１７秒２０．１３メートルの地点

１６点は、１５点から真北８２度０４分２４秒１９．９４メートルの地点

１７点は、１６点から真北８０度５５分４２秒１９．６０メートルの地点

１８点は、１７点から真北７６度４０分１２秒１９．２５メートルの地点

１９点は、１８点から真北７１度３７分０８秒１５．５９メートルの地点

� 面積

１，９３４．９１平方メートル

３ 埋立ての免許の年月日及び番号

平成２０年４月１８日 愛媛県指令２０港第６５号

４ しゅん功認可年月日

平成２５年１２月２７日

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１４２２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局四国中央土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２５年１２月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

種 類 位 置 数 量 及 び 能 力

護 岸
松山市大可賀三丁目１４６９

番、１４７０番
延長 １４０．９３メートル

護 岸
松山市大可賀三丁目１４６８

番
延長 ５２．８２メートル

防 波 堤
松山市大可賀三丁目１４６８

番地先
延長 ３８２．１５メートル

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３１９号
四国中央市新宮町新宮２１６番３から

同町新宮２１８番地先まで

旧 １３．８～２４．２ ０．１１０

新 １３．８～３６．１ ０．１０６

愛 媛 県 報平成２５年１２月２７日 第２５３４号

９９４
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�愛媛県告示第１４２３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局四国中央土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２５年１２月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１４２４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局四国中央土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２５年１２月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１４２５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局四国中央土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２５年１２月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１４２６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２５年１２月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

〃 〃
四国中央市新宮町上山９７０番２から

同町上山８６０番５まで

旧 ９．７～４１．７ ０．１２５

新 １４．２～５７．６ ０．１１１

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３１９号
四国中央市新宮町新宮２１６番３から

同町新宮２１８番地先まで
平成２５年１２月２７日

〃 〃
四国中央市新宮町上山９７０番２から

同町上山８６０番５まで
〃

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３１９号
四国中央市新宮町上山７０７番地先から

同町上山６７７番４まで
平成２５年１２月２７日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 上分三島線
四国中央市下柏町字塚ノ本４５６番５から

同町字道下４４０番７まで
平成２５年１２月２７日

愛 媛 県 報平成２５年１２月２７日 第２５３４号

９９５
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�愛媛県告示第１４２７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２５年１２月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１４２８号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２５年１２月２７日

愛媛県中予地方局長 松 森 陽太郎

�愛媛県告示第１４２９号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２５年１２月２７日

愛媛県中予地方局長 松 森 陽太郎

�愛媛県告示第１４３０号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２５年１２月２７日

愛媛県中予地方局長 松 森 陽太郎

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 大西波止浜港線

今治市大西町星浦甲１７番３から
同町九王甲２０７０番２まで

及 び
今治市大西町星浦甲２７番７から
同町九王甲２０７０番２まで

平成２５年１２月２７日

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２５中局建（開）第４６号

平成２５年１２月１８日
東温市西岡字池の下甲７５９番、甲７６０番２

松山市西石井６丁目８番６号
関谷マンション２０１号
安 村 晃
安 村 藍

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２５中局建（開）第４７号

平成２５年１２月１８日
伊予郡松前町大字上高柳字三反地４５２番７

伊予郡松前町大字神崎６９０番地１

コーポ平田１０１

山 本 潤 一 郎

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２５中局建（開）第４８号

平成２５年１２月１９日
伊予市本郡字町田４２番３９

松山市針田町１６１番地

山本アパート１０２号

森 本 悠 矢

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 大西波止浜港線

今治市大西町星浦甲１７番３から
同町九王甲２０７０番２まで

及 び
今治市大西町脇甲１７３３番から
同町九王甲２０７０番２まで

旧
４．３～２５．４

１３．０～４６．５

３．０２３

１．７９４

今治市大西町星浦甲１７番３から
同町九王甲２０７０番２まで

及 び
今治市大西町星浦甲２７番７から
同町九王甲２０７０番２まで

新
４．３～２５．４

１１．１～４６．５

３．０２３

２．１８０

愛 媛 県 報平成２５年１２月２７日 第２５３４号

９９６
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�愛媛県告示第１４３２号
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定

により、次のとおり指定道路を指定した。

平成２５年１２月２７日

愛媛県南予地方局長 三 好 伊佐夫

１ 指定道路の種類

建築基準法第４２条第１項第５号

２ 指定年月日

平成２５年１２月１７日

３ 指定道路の位置

西予市宇和町下松葉１１８番１の一部、１２１番の一部、１２２番の一

部、１２３番の一部及び１２４番１４の一部

４ 指定道路の延長及び幅員

� 延長 ２９．２２メートル

� 幅員 ４．８５メートル

�愛媛県告示第１４３１号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２５年１２月２７日

愛媛県中予地方局長 松 森 陽太郎

�愛媛県告示第１４３３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局八幡浜土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２５年１２月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１４３４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２５年１２月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１４３５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２５年１２月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２５中局建（開）第４９号

平成２５年１２月１９日

伊予郡松前町大字恵久美字薮西６２０番１、６２２番１、６２２番３、６２２番４、６２

３番１、字長連寺６２１番１

東京都豊島区東池袋三丁目１番１号

株式会社ファミリーマート

代表取締役 中 山 勇

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 鳥井喜木津線
西宇和郡伊方町伊方越１１１８番２から

同町伊方越１１１９番２地先まで
平成２５年１２月２７日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３７８号
西予市明浜町俵津１番耕地２４５番１地先から

宇和島市吉田町深浦字ジョノシタ２番耕地４７７番１地先
まで

旧 ３．７～２４．０ １．６０９

新 ３．７～２４．０
９．７～２９．０

１．６０９
０．９４３

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３７８号
西予市三瓶町皆江字コウラ１８４番１地先から

同字１７８番４まで
平成２５年１２月２７日

愛 媛 県 報平成２５年１２月２７日 第２５３４号

９９７
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�公 告

海洋生物資源の保存及び管理に関する愛媛県計画について

海洋生物資源の保存及び管理に関する法律（平成８年法律第７７号）

第４条第７項の規定に基づき、海洋生物資源の保存及び管理に関す

る愛媛県計画（平成２５年６月２８日付け公告）を次のとおり変更した。

平成２５年１２月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

海洋生物資源の保存及び管理に関する愛媛県計画

１ 海洋生物資源の保存及び管理に関する方針

県は、海洋生物資源の保存及び管理の一層の推進を図るため、

海洋生物資源の保存及び管理に関する法律（平成８年法律第７７号。

以下「法」という。）第３条第１項に規定する基本計画において

定められた第１種特定海洋生物資源ごとの本県における漁獲可能

量（以下「知事管理量」という。）及び第２種特定海洋生物資源

の本県の漁業者に係る漁獲努力可能量（以下「知事管理努力量」

という。）の管理に関し、次のとおり必要な措置を講じることと

する。

� 必要に応じて漁業者等の指導、採捕の数量又は漁獲努力量の

公表その他の知事管理量及び知事管理努力量の管理の実効性を

担保するための措置を講じるため、本県における第１種特定海

洋生物資源の採捕実績（他県からの入漁者の採捕実績を含む。）

及び本県の漁業者に係る第２種特定海洋生物資源の操業実績の

的確な把握に努める。

� 海洋生物資源の分布、回遊状況及び内容、当該資源を取り巻

く環境等についてのより詳細な科学的データ及び知見を蓄積す

るため、愛媛県農林水産研究所水産研究センターを中心とし、

国又は関係都道府県との連携の下、資源調査体制の充実強化を

図る。

また、引き続き従来からの資源管理型漁業を推進するほか、

法第１３条第２項に規定する協定に係る制度（以下「協定制度」

という。）の活用等により、漁業者等による自主的な資源管理

を推進することとする。

なお、本県における海洋生物資源の保存及び管理の推進に当

たっては、他県からの入漁者の採捕実績に対し妥当な配慮を払

うものとする。

２ 知事管理量に関する事項

平成２５年及び平成２６年の知事管理量は、次表のとおりである。

第１種特定
海洋生物資
源

知 事 管 理 量

平成２５年 平成２６年

平成２５年１月
から１２月まで

平成２５年７月
から平成２６年
６月まで

平成２６年１月
から１２月まで

平成２６年７月
から平成２７年
６月まで

まあじ ５，０００トン ５，０００トン

まいわし 若 干 若 干

まさば及び
ごまさば

若 干 （注）

（注）平成２６年のまさば及びごまさばの漁獲可能量については、管理の対
象となる期間が開始する前までに設定する。

３ 知事管理量の採捕の種類別の数量に関する事項

平成２５年及び平成２６年の知事管理量の採捕の種類別に定める数

量は、次表のとおりとする。

また、資源に対する漁獲圧力が無視できるほど小さいと認めら

れる漁業種類については、数量を明示しないこととした。

第１種特定海洋

生物資源
採捕の種類

数 量

平成２５年１月
から１２月まで

平成２６年１月
から１２月まで

まあじ
中型まき網漁業
及び小型まき網
漁業

３，５００トン ３，５００トン

４ 知事管理量（まあじにあっては、採捕の種類別の数量）に関し

実施すべき施策に関する事項

� 中型まき網漁業及び小型まき網漁業については、許可隻数を

現状以下とする等従来の操業規制を維持するほか、経済的・合

理的な漁獲のための漁業者による自主的な管理を推進するため、

協定制度の普及及び定着を図ることとする。

なお、これらの漁業を営む者に対しては、採捕数量の報告を

義務付けることとする。

� まあじの採捕を目的とする一本釣り漁業及び遊漁については、

その実態の把握に努め、数量管理の在り方について検討するこ

ととする。

� まいわし並びにまさば及びごまさばについては、現状以上に

漁獲努力量を増加させることがないように努めるとともに、漁

獲数量が前年の漁獲実績程度となるように努めることとする。

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申請があったの

で、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２５年１２月２７日

愛媛県知事 中 村 時 広

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２５年１２月１７日 特定非営利活動法人
倫理生活指導センター 井 上 富 男 四国中央市寒川町７３８番地の１ この法人は、不特定多数の人々に対して、円滑

な社会生活を送るために必要な倫理観に基づい
て、心や生活のあり方を考えると共に自己の研
鑽を行うことで、自らの人間性をより豊かなも
のにしていく勉強の場を提供すること、又、高
齢者や身体障害者が安心して暮らすための生活
支援、明るい未来を築くための青少年の健全育
成、環境問題に取り組む等、物心両面からのは
たらきかけによって、社会秩序の安定並びに向
上に寄与することを目的とする。

愛 媛 県 報平成２５年１２月２７日 第２５３４号
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５ 知事管理努力量に関する事項

平成２５年及び平成２６年の知事管理努力量は、次表のとおりであ

る。

第２
種特
定海
洋生
物資
源

採捕
の種
類

知 事 管 理 努 力 量

瀬戸内海 瀬戸内海 宇和海 宇和海

平成２５
年４月
１日か
ら６月
３０日ま
で

平成２５
年９月
１日か
ら１１月
３０日ま
で

平成２６
年４月
１日か
ら６月
３０日ま
で

平成２６
年９月
１日か
ら１１月
３０日ま
で

平成２５
年１０月
１日か
ら１２月
３１日ま
で

平成２６
年１０月
１日か
ら１２月
３１日ま
で

さわ
ら

さわ
ら流
し網
漁業

１６，５９０隻
日

５，８８０隻
日

１６，５９０隻
日

５，８８０隻
日

７，４９０隻
日

７，４９０隻
日

６ 知事管理努力量の採捕の種類別及び海域別の数量に関する事項

平成２５年及び平成２６年の知事管理努力量の採捕の種類別及び海

域別に定める数量は、次表のとおりとする。

第２種
特定海
洋生物
資源

採捕の
種類 海 域 期 間 漁獲努力量

さわら

流し網漁
業 の う
ち、さわ
ら流し網
漁業及び
さごし、
めじか流

愛媛県資源管
理指針に基づ
く資源管理措
置の対象であ
る燧灘及び安
芸灘

平成２５年４月１日
から６月３０日まで

１６，５９０隻日

平成２６年４月１日
から６月３０日まで

１６，５９０隻日

愛媛県資源管
理指針に基づ
く資源管理措
置の対象であ
る伊予灘

平成２５年９月１日
から１１月３０日まで

５，８８０隻日

平成２６年９月１日
から１１月３０日まで

５，８８０隻日

し網漁業 愛媛県資源管
理指針に基づ
く資源管理措
置の対象であ
る宇和海

平成２５年１０月１日
から１２月３１日まで

７，４９０隻日

平成２６年１０月１日
から１２月３１日まで

７，４９０隻日

７ 知事管理努力量に関し実施すべき施策に関する事項

� 瀬戸内海のさわらの資源の回復を図るため愛媛県資源管理指

針に基づく資源管理措置の着実な実施を推進するとともに、漁

業法（昭和２４年法律第２６７号）第６８条第１項の規定に基づく瀬

戸内海広域漁業調整委員会の指示による操業制限等が遵守され

るように努めることとする。

� さわら流し網漁業及びさごし、めじか流し網漁業については、

許可隻数を現状以下とする等従来の操業規制を維持するほか、

経済的・合理的な漁獲のための漁業者による自主的な管理を推

進するため、協定制度の普及及び定着を図ることとする。

なお、これらの漁業を営む者に対しては、操業海域ごとにそ

れぞれ４月１日から６月３０日までの間、９月１日から１１月３０日

までの間及び１０月１日から１２月３１日までの間における操業実績

の報告を義務付けることとする。

８ その他海洋生物資源の保存及び管理に関する重要事項

� 海洋生物資源の保存及び管理をより一層推進するためには、

より詳細かつ正確な資源状況の把握が必要であることから、漁

獲情報を的確に把握するとともに、資源に関する調査研究の充

実強化を更に進めることとする。

� 海洋生物資源の保存及び管理を推進するため、小型魚や産卵

親魚の保護等に向けた取組を進めることとする。

�愛媛県選挙管理委員会告示第９５号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第６条第１項の規定により、次のとおり政治団体の設立の届出があった。

平成２５年１２月２７日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

�愛媛県選挙管理委員会告示第９６号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第７条第１項の規定により、次のとおり政治団体から届出事項の異動の届出があった。

平成２５年１２月２７日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

政 治 団 体 の 名 称
代表者及び会計責任者の氏名

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 届出年月日 備 考
代 表 者 会 計 責 任 者

自由民主党愛媛県郵政政治連盟支部 松ノ下 良 文 横 山 陽 彦 松山市宮田町１３１－１ 平成２５年１１月２５日 政党の支部

政治団体の名称 異 動 事 項 新 旧 届出年月日 備 考

自由民主党宇和島支部 代 表 者 福 本 義 和 山 下 良 征 平成２５年１１月１日 政党の支部

おの正昭後援会 会 計 責 任 者 二 宮 久 枝 二 宮 清 隆 平成２５年１１月８日

愛媛県商工連盟連合会今
治支部 代 表 者 檜 垣 清 隆 村 上 景 一 平成２５年１１月１１日
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�愛媛県選挙管理委員会告示第９７号
政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第１項の規定に

より、次のとおり政治団体の解散の届出があった。

平成２５年１２月２７日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 西 � 健

�������
�愛媛県選挙管理委員会告示第９８号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第９９条第１項の規定による解職

の請求の要件となるべき選挙権を有する者の数は、次のとおりであ

る。

平成２５年１２月２７日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 西 � 健

１ 選挙権を有する者の総数 １２，０５５

２ 選挙権を有する者の総数の３分の１の数 ４，０１９

�愛媛海区漁業調整委員会指示第９３号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第６７条第１項の規定に基づき、平成２５年１２月１８日に次のとおり指示した。

平成２５年１２月２７日

愛媛海区漁業調整委員会

会長 佐々木 護

１ 指示の内容

次表の左欄に掲げる免許漁業に係る同表右欄の保護区域においては、当該免許漁業に著しく支障を及ぼす漁業を営み、当該漁業の魚道

をしゃ断し、又は魚群を散逸させる行為をしてはならない。

免許番号 漁業の名称 漁場の位置 保 護 区 域

定第１号 雑魚定置漁業 西宇和郡伊方町二見地先 垣網の両面４００メートル以内及び身網に沿い沖側２００メートル以内の区域

定第２号 同上 南宇和郡愛南町白浜地先 垣網の前面４００メートル以内、後面３００メートル及び身網に沿い沖側２００メートル以内の区域

２ 指示の有効期間

この指示の有効期間は、平成２６年１月１日から平成３０年１２月３１日までとする。

自由民主党東予周桑支部 会 計 責 任 者 越 智 俊 幸 堀 江 幸 二 平成２５年１１月１５日 政党の支部

愛媛県商工連盟連合会伊
予支部 代 表 者 藤 村 泰 雄 岡 部 悦 雄 平成２５年１１月２５日

会 計 責 任 者 藤 井 祐一郎 秦泉寺 正 人

自由民主党愛媛県旅客船
支部 主たる事務所の所在地 松山市高浜町五丁目２２５９－１ 松山市三津一丁目４－９ 平成２５年１１月２８日 政党の支部

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 解散年月日

み ど り ・ え ひ め 阿 部 悦 子 平成２５年１１月５日

宇 都 宮 と み お を 励 ま す 会 播 間 敬 幸 平成２５年１１月２４日

平成２５年１２月２７日 発行
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